
都道府県医師会

社会保険担当理事

平成28年度から実施する施設基準の適時調査の運用見直し

関連通知の発出及び厚生局からの説明について

殿

平成28年度から実施する施設基準の適時調査の運用見直しにつきまして

は、全国統ールールでの実施を目的に、自己点検の導入、調査項目の重点化、

事前提出資料等の明確化、実施通知の早期発出等の対応を行う旨、平成28

年4月20日付け(保24)にてご連絡申し上げたところです。

今般、平成28年6月14日付け保医発0614第4号にて、厚生労働省保険

局医療課長より各地方厚生(支)局に対して関連通知が発出されましたので

ご連絡申し上げます。

今回の取扱いにつきましては、地方厚生(支)局から都道府県医師会に対

して、ご説明の上周知要請されますので、ご対応方何卒よろしくぉ願いいた

します。

日本医師会として、今後も引き続き厚生労働省当局と運用見直しの協議を

進めて参る所存でおりますので、ご指導の程よろしくぉ願いいたしますとと

もに、今回の運用見直しにより、医療現場に問題が発生した場合には、日本

医師会までご連絡いただきますようぉ願い申し上げます。

(保 88)

平成28年6月17日

日本医師会常任理事

松本純

(添付文書)

1.施設基準の届出の報告について(平28.6.14 保医発0614第4号)

2.平成28年度から実施する施設基準の適時調査の運用見直しにっいて

(平 28.4.20 保 24)





地方厚生(支)局医療課長 殿

保医発0614第4号

平成28年6月14日

厚生労働省保険局医療課長通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて」(平成28年3月4日付け保医発0304第1号)、「特掲診療料の施

設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付け保医

発0304第2号)及び「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基

準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成 18年3月6日付け保医発第

0306010 号(最終改正:平成 28年3月4日付け保医発 0304 第4号))において、届出

を行った保険医療機関又は保険薬局は、「毎年7月1日現在で届出書の記載事項にっい

て報告を行う」ことと定めている報告については、平成 28年7月より別添のとおり取

り扱われるよう通知する。

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)

施設基準の届出の報告について



1.7月1日における保険医療機関又は保険薬局の施設基準に関する報告について

①厚生労働省保険局医療課長通知(以下「医療課長通矢山という。)「基本診療料の施設

基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付け保医発

0304 第1号)、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」(平成28年3月4日付け保医発0304第2号)及び「入院時食事療養及び入院時生

活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

(平成18年3月6日付け保医発第0306010号(最終改正:平成28年3月4日付け保医

発0304第4号))において、届出を行った保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療

機関等」という。)は、「毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行う」こ

とと定めている報告(以下「定例報告」という。)。

施設基準の届出の報告について

②毎年6月上旬頃の医療課長通知「施設基準の届出状況等の報告について」(平成 27

年度では平成27年6月5日付け保医発0605第1号)に定めている報告(平成27年度

では「別紙様式 1 ~19」)(以下「別紙報告」という。)。

③医療課長通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」(平成28年3月4日付け保医発0304第1号)及び「特掲診療料の施設基準等及び

その届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付け保医発0304第2

号)において、施設基準毎に定められている報告(伊上勤務医の負担の軽減等の報告、

祷癒対策に係る報告(7月提出))(以下「その他報告」という。)。

2.定例報告の方針

1①「定例報告」については、平成28年7月より保険医療機関等に対して自ら施設

基準の要件を満たしているか点検(確認)させて、その結果を厚生(支)局へ報告させる

仕組み(自己点検方式)を導入する。その際、効果的かつ効率的な報告用紙とする。

なお、1②「別紙報告」及び1③「その他報告」については、従来どおりの取扱いとし、

変更するものではない。

3,定例報告の報告方法及ぴ報告様式

① 1①「定例報告」の様式については、ア.病院・医科(有床診療所)用、イ.医科(無

床診療所)・歯科・薬局用の2種類とする。

②保険医療機関等に対して、 1②「別紙報告」、 1③「その他報告」に係る説明文と

併せて、1①「定例報告」の説明文及び報告用紙を送付する。

③送付先は、ア.病院・医科(有床診療所)、イ.医科(無床診療所)・歯科・薬局とも

すべての保険医療機関等を対象とする。

④送付するもの及び報告を求めるものについては、次のとおりとする。



送付す

るもの

ア.病院・医科(有床診療所)

別添1

別添1 -2

5.周知・広報

①関係団体への周知

1①「定例報告」の取扱いについて、都道府県の医師会・歯科医師会・薬剤師会に説

明のうぇ、周知を依頼する。また、常に施設基準の要件の点検(確認)を促進するよう

周知を依頼する。

②厚生(支)局のホームページへの掲載

各厚生(支)局のホームページに1①「定例報告」に係る報告方法及ぴ報告様式を掲

載する。

信兇明文)

(報告用紙)

報告を

求める

もの

すべての保険医機関等に対して、

届け出ている施設基準について要件

を満たしているか点検(確認)した

結果を記載のうぇ、報告用紙を提出

イ.医科(無床診療所)・歯科・薬局

させる。

①

⑤要件を満たしていない施設基準については、11「定例報告と併せて「辞退届」を

提出させる。

⑥なお、 1①「定例報告」については、 1②「別紙報告」及び1③「その他報告」と併

せて報告を求める。

医科(無床診療所)・歯科

別添2-1 信兇明文)

別添2-2 (報告用紙)

薬局

別添3-1 信兇明文)

別添3-2 (報告用紙)

②

4.「はがき」方式で定例報告を案内する場合

1①「定例報告」の説明文については、Πまがき」方式としても差し支えないことと

する。

その際、次の点に留意すること。

①厚生(支)局のホームページに、 1①「定例報告」の説明文及び報告用紙(別添

1-1~別添2-2)を掲載し、ダウンロードできるようアドレスやルートをΠまが

き」に記載する。

②また、ダウンロードできない場合、 FAX又は郵送で報告用紙を送付できることも

Πまがき」に記載する。

届け出ている施設基準のうち、要件

を満たしていないものがある場合の

保険医療機関等に限り、要件を

満たしていない施設基準名を記入の

うぇ、報告用紙を提出させる。

(届け出ている施設基準のすべてに

ついて、要件を満たしている保険

医療機関等は提出不要とする。)



別紙1 -1

保険医療機関開設者様

社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、施設基準を届け出ている保険医療機関は、毎年7月1日現在で

届出書の記載事項について報告することとされています。

つきましては、 7月1日現在で貴院が届け出ている施設基準について要件を

満たしているか、下記の手順により貴院で確認して、その結果を別添の「施設

基準の届出の確認について(報告)」により、平成年月日()

までに郵送にて提出してください。

施設基準の届出の確認について

病院・医科(有床診療所)

(例)なお、今まで00を提出されていましたが、今年度から施設基準の届出に

係る報告様式が変わりましたので、よろしくぉ願いいたします。

(*厚生(支)局において、適宜、記載事項を調整のうぇ、必要に応じて記載する)

(* 00には、従前の報告方法に応じて「施設基準ごとの報告様式」などを記載する)

成

00厚生(支)局00事務所

年 月 日

1.施設基準の確認手順について

(1)施設基準の要件の確認

① 7月1日現在で貴院が届け出ている施設基準について、要件を満たして

いるか貴院で確認してください。

②貴院が届け出ている施設基準が不明の場合は、 00厚生(支)局の

ホームページ(※1)をご参照ください。

(2)施設基準の要件を確認した結果

①すべて要件を満たしている場合は、別添倖R告用紙)の「ア」に0を

して、提出してください。

②要件を満たしていないものがある場合は、別添(報告用ホ助の「イ」に

0をして、「要件を満たしていない施設基準名」の欄に、当該施設基準名

記

を記入のうえ、提出してください。

併せて、施設基準の「辞退届」(※2)を提出してください。



00厚生(支)局のホームページに

※1 届け出てし、る施設基準の1潅認、(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

舌辛j旦届のダウンロード(http://kouseikyoku. mhlw.宮0.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

※2

なお、報告用紙については、次のアドレスからダウンロードできます。

報告用糸氏のダウンロード(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容>00>00 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2.届出が不要となった施設基準の要件の確認について

平成28年4月より届出が不要となった下記の施設基準について、診療報酬

を算定している場合は、要件を満たしているか、貴院で確認してください。

なお、要件を満たしていない場合は、診療報酬を算定できないので、ご留意

*厚生(支)局のホームページの

ルートの案内を記載する。

ください。

(届出が不要となった施設基準)

※この施設基準のみ要件を満たさない場合は、上記1(2)の報告は不要です。

・夜間・早朝等加算 ・夜間休日救急搬送医学管理料

・明細書発行体制等加算 ・がん治療連携管理料

・臨床研修病院入院診療加算 ・認知症専門診断管理料

・救急医療管理加算 ・経皮的冠動脈形成術

・妊産婦緊急搬送入院加算 ・経皮的冠動脈ステント留置術

・重症皮膚潰傷管理加算 ・医科点数表第2章第10部手術の通

・強度行動障害入院医療管理加算 則の5及び6(歯科点数表第2章第

・がん拠点病院加算 9部手術の通則4を含む。)に掲げ

・小児科外来診療料 る手術

【お問い合わせ先】

00厚生(支)局 00事務所

〒000-0000 00市00区00 0丁目0番地0号

TEL ロローロロロローロロロロ FAX ロローロロロローロロロロ



別紙1 -2

00厚生(支)局長殿

保険医療機関

^該当するものに0をしてください

施設基準の届出の確認について(報告)

平成

7月1日現在、貴院が届け出ている施設基準について要件を満たしているか

確認し、次の「ア」または「イ」に0をして、平成年月日()

保険医療機関コード

所在地

名称

開設者

電話番号

までに墾墾埀EI^してください。

「イ」に0をした場合は、「要件を満たしていない施設基準名」の欄に、当該

施設基準名を記入してください。

病院・医科(有床診療所)

いずれか
に0

年

ア

イ1こ0をけ暢合

にのみ記入

月

届け出ている施設基準のすべてについて、要件を満たしています。

イ
届け出ている施設基準のうち、次のものについては、要件を満たして

いません。(なお、それ以外の施設基準は、要件を満たしています。)

日

<要件を満たしていない施設基準名>

(担当

⑳

※記入した施設基準については、併せて「辞退届」を提出してください。

(記入伊D 地域包括診療加算



別紙2-1

保険医療機関開設者様

社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、施設基準を届け出ている保険医療機関は、毎年7月1日現在で

届出書の記載事項について報告することとされています。

つきましては、 7月1日現在で貴院が届け出ている施設基準にっいて要件を

満たしているか、下記の手順により貴院で確認して、施設基準の要件を満たし

施設基準の届出の確認について

医科(無床診療所)・歯科

ていないものがある場合に限り、別添の「施設基準の届出の確認にっいて、

(報告)」により、平成年月日()までに郵送にて提出してくだ

さい。

平成

(例)なお、今まで00を提出されていましたが、今年度から施設基準の届出に

係る報告様式が変わりましたので、よろしくぉ願いいたします。

(*厚生(支)局において、適宜、記載事項を調整のうえ、必要に応じて記載する)

(* 00には、従前の報告方法に応じて「施設基準ビとの報告様式」などを記載する)

00厚生(支)局00事務所

年 月 日

1.施設基準の確認手順について

(1)施設基準の要件の確認

① 7月1日現在で貴院が届け出ている施設基準について、要件を満たして

いるか貴院で確認してください。

②貴院が届け出ている施設基準が不明の場合は、 00厚生(支)局の

ホームページ(※1)をご参照ください。

(2)施設基準の要件を確認した結果

①すべて要件を満たしている場合は、別添(報告用紙)の作成は不要です。

②要件を満たしていないものがある場合は、別添(報告用ホ助の「要件を

満たしていない施設基準名」の欄に、当該施設基準名を記入のうえ、提出

してください。

併せて、施設基準の恬辛退届」(※2)を提出してください。

記



00厚生(支)局のホームページに

※1 届け出ている施設基準の確認(httPソ/k0嶋.iky0郎."hN.go.jPん雜雜/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

舌辛i艮届のダ'ウンロード(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

※2

なお、報告用紙については、次のアドレスからダウンロードできます。

報告用糸氏のダウンロード(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

2.届出が不要となった施設基準の要件の確認について

平成28年4月より届出が不要となった下記の施設基準について、診療報酬

を算定している場合は、要件を満たしているか、貴院で確認してください。

なお、要件を満たしていない場合は、診療報酬を算定できないので、ご留意

*厚生(支)局のホームページの

ルートの案内を記載する。

ください。

(届出が不要となった施設基準)

※この施設基準のみ要件を満たさない場合は、上記1(2)の報告は不要です。

・夜間休日救急搬送医学管理料・夜間・早朝等加算

・がん治療連携管理料・明細書発行体制等加算

・認知症専門診断管理料・臨床研修病院入院診療加算

・経皮的冠動脈形成術・救急医療管理加算

・経皮的冠動脈ステント留置術・妊産婦緊急搬送入院加算

・医科点数表第2章第10部手術の通・重症皮膚潰傷管理加算

則の5及び6(歯科点数表第2章第・強度行動障害入院医療管理加算

9部手術の通則4を含む。)に掲げ・がん拠点病院加算

る手術・小児科外来診療料

【お問い合わせ先】

00厚生(支)局 00事務所

〒000-0000 00市00区00 0丁目0番地0号

TEL ロローロロロローロロロロ FAX ロローロロロローロロロロ

容> 00 > 0茎>
一

ム



別紙2-2

施設基準の届出の確認について(報告)

7月1日現在、貴院が届け出ている施設基準について、次の「ア」または「イ」
のいずれに該当するかご確認ください。

^該当するものに0をしてください

ア届け出ている施設基準のすべてについて、要件を
満たしている場合

イ届け出ている施設基準のうち、要件を満たしていないものがある場合

医科(無床診療所)・歯科

下の報告欄の[春二亙】に要件を満たしてぃない施設基準名を
記入のうえ、提出(郵送)してください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 届け出ている施設基準のうち、次のものにっいては、施設基準の要件を満たし
1ていません。(なお、それ以外の施設基準は、要件を満たしています。)

<要件を満たしていない施設基準名>(記入例)地域包括診療加算
-1

年

.

.ー^.^、◆

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

月 日

提出不要

保険医療機関コード

所在地

名称

開設者

電話番号

00厚生(支)局長殿

保険医療機関

(担当

⑳

平成



別紙3-1

保険薬局開設者様

社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、施設基準を届け出ている保険薬局は、毎年7月1日現在で

届出書の記載事項について報告することとされています。

つきましては、 7月1日現在で貴薬局が届け出ている施設基準について要件

を満たしているか、下記の手順により貴薬局で確認して、施設基準の要件を

施設基準の届出の確認について

満たしていないものがある場合に限り、別添の「施設基準の届出の確認に

ついて倖&告)」により、平成

してください。

平成

(例)なお、今まで00を提出されていましたが、今年度から施設基準の届出に

係る報告様式が変わりましたので、よろしくぉ願いいたします。

(*厚生(支)局において、適宜、記載事項を調整のうえ、必要に応じて記載する)

(* 00には、従前の報告方法に応じて「施設基準ごとの報告様式」などを記載する)

00厚生(支)局00事務所

年

巨可
月 日

1.施設基準の確認手順について

(1)施設基準の要件の確認

① 7月1日現在で貴薬局が届け出ている施設基準について、要件を満たし

ているか貴薬局で確認してください。

②貴薬局が届け出ている施設基準が不明の場合は、 00厚生(支)局の

ホームページ(※1)をご参照ください。

年 月日()までに郵送にて提出

(2)施設基準の要件を確認した結果

①すべて要件を満たしている場合は、別添(報告用紙)の作成は不要です。

②要件を満たしていないものがある場合は、別添(報告用*勵の「要件を

満たしていない施設基準名」の欄に、当該施設基準名を記入のうえ、提出

してください。

併せて、施設基準の「辞退届」(※2)を提出してください。

記



00厚生(支)局のホームページに

※1 届け出てし、る施設i生準の1潅認、(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

舌辛i旦届のダウンロード(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

ホーム>業務内容> 00 > 00

※2

なお、報告用紙については、次のアドレスからダウンロードできます。

報告用糸氏のダ'ウンロード(http://kouseikyoku. mhlw. go.jp/XXXXX/)

*厚生(支)局のホームページの

ルートの案内を記載する。

【お問い合わせ先】

00厚生(支)局 00事務所

〒000-0000 00市00区00 0丁目0番地0号

TEL ロローロロロローロロロロ FAX ロローロロロローロロロロ

0
-

>
一

0
-

0
-

>
一窒茎>

一
ム
一



別紙3-2

施設基準の届出の確認について(報告)

7月1日現在、貴薬局が届け出ている施設基準について、次の「ア」または
「イ」のいずれに該当するかご確認ください。

ア届け出ている施設基準のすべてについて、要件を
満たしている場合

イ届け出ている施設基準のうち、要件を満たしていないものがある場合

下の報告欄の[丑二三】に要件を満たしていない施設基準名を
記入のうえ、提出(郵送)してください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

届け出ている施設基準のうち、次のものにっいては、施設基準の要件を満たい
1ていません。(なお、それ以外の施設基準は、要件を満たしています。) 1

[至一]

<要件を満たしていない施設基準名>(記入例)基準調剤加算

1※尾つした地壁書三にっいては、併せて「畦拳届_L宅拳'してくだ三い。 1

. 提出不要

年

00厚生(支)局長殿

保険薬局

月 日

保険薬局コード

所在地

名称

開設者

電話番号 (担当

⑳

平成



都道府県医師会

社会保険担当理事

平成28年度から実施する施設基準の適時調査の運用見直しについて

適時調査は、「指導大綱」に基づいて実施されている「指導」ではなく、あ

くまでも施設基準を確認するための「調査」と位置付けられています。しか

しながら、現場では施設基準以外の算定要件に関わる部分まで確認している

地域があると聞きます。その場合、算定要件を確認するには診療録の内容確

認等がともなうため、当然、個別指導と同様に学識経験者としての立会者が

必要になると考えております。そしてそもそも「適時調査」と称して「個別

指導」的な調査が行われていることについて、日本医師会として明確に反対

するものであります。

平成28年度から実施する指導の運用見直しにつきましては、平成28年

3月28日付け(保203)にてご連絡申し上げましたが、今般、施設基準の

適時調査の運用見直しについて、全国統ールールでの実施を目的に、下記の

ような対応を行うこととなりましたので、ご連絡申し上げます。

今回の運用見直しにより、医療現場に問題が発生した場合には、日本医師

会までご連絡いただきますようぉ願い申し上げます。

なお、平成28年熊本地震による被災地およびその周辺では、指導、監査、

適時調査等の実施を無理に行うととのないよう厚生労働省当局に申し入れて

おりますことを申し添えます。

適時調査には、自主返還期間や書類提出から確認まで膨大な時間がかかっ

ている等の問題があります。また、行政として、施設基準の内容や解釈につ

いて、懇切丁寧に、頻繁に、医療機関に対して説明・周知の責任を全うすべ

きであります。

引き続き厚生労働省当局と運用見直しの協議を進めて参る所存でおります

ので、ご指導の程よろしくぉ願いいたします。

殿

(保 24)

平成28年4月20日

日本医師会常任理事

松本純



(1)対象医療機関

当分の間、原則病院(医科)を対象とする。

特定共同指導、共同指導等において施設基準を確認された場合は適時調

査を実施したものとみなす。

(2)自己点検の導入

各施設基準の届出事項について、毎年7月1日現在において届出要件を

満たしているか否かを医療機関が自己点検して7月31日までに報告する

方式に変更する。

(3)調査項目の重点化

調査項目の重点化を図るため、確認する施設基準を軽減させる。

(4)事前提出資料等の明確化

調査当日の負担軽減を図るため、書類を事前に提出し、できる限り事前

作業で確認し、不整合の内容について調査当日に確認する。

また、当日の調査に必要な資料等のりストを事前に提示する。

(5)実施通知の早期発出

調査日の3週間前を「1か月前」に早めて通知を送付する。

(6)調査時間

調査時間は概ね半日程度絲勺3時間)以内を標準として実施するが、確

認する施設基準が多い等の場合は必要に応じて延長も可能とする。

記


